
 
 

情報化施策の推進と地上デジタルテレビ放送移行への支援 

に関する重点提言 
 

すべての国民がＩＣＴを活用し、その恩恵を享受できる社会を実現するとともに、

地上デジタルテレビ放送への完全移行を円滑に実施するため、国は、次の事項につい

て、適切かつ積極的な措置を講じられたい。 

 

１．情報化の推進 

（１）ブロードバンドゼロ地域の早期解消に向けた財政措置等、支援施策の充実を図

ること。 

（２）携帯電話事業者間のサービスエリアの不均衡の是正等、全ての携帯電話が不採

算地域において通話可能となるよう必要な措置を講じるとともに、携帯電話事業

者に対して中継基地局等の整備にあたっての住民への事前説明の実施を義務付

けること。 

また、国民に対して電磁波が人体に与える影響や電波防護指針に定める数値の

安全性について広く周知を図ること。 

 

２．地上デジタルテレビ放送への完全移行 

（１）地上デジタルテレビ放送への完全移行に際しては、全ての市民が放送を受信で

きるよう、国及び放送事業者の責任において、中継局の整備並びに共聴施設の改

修など受信環境整備について対応を促進するとともに、低所得世帯等を対象とす

る受信機器購入等に対する支援措置をさらに充実し継続すること。 

特に、電波障害のある地域等の条件不利地域や新たな難視聴地域においては、

衛星放送やＣＡＴＶの活用、中継局及び共聴施設の整備・改修など、難視聴地域

解消への対策について、市民や都市自治体等に対して財政措置を含め必要な措置

を講じること。 

（２）地上デジタルテレビ放送への移行が円滑なものとなるよう、国民への説明を徹

底するとともに都市自治体に対し迅速かつ十分な情報提供等を行うなど、適切な

対応を図ること。 

   また、都市自治体が行う対応について、適切に財政措置を講じること。 

なお、受信環境の整備が整うまでの間、アナログ放送の停波期限を延長するこ

とを検討するなど、適切な対策を講じること。 



 
 

（３）ＣＡＴＶ事業者に対し、デジアナ変換の導入を積極的に働きかけるとともに、

区域外再送信の問題を解決する等、現在と同様の放送局を視聴できるよう対応す

ること。 

（４）大量に処分されるアナログ放送対応テレビについて、適切な処理が行われるよ

う、国の責任において必要な対策を講じること。 


